




























まとめ

  わが国の人工妊娠中絶の総数は年々減少傾向にはあるが、人工妊娠中絶数と出生数との

関係は長年に亘り約1:2.7 に推移し、両者の相対的関係は一定の比率を保っている。平成

5年の人工妊娠中絶数は 386.807 件であり、そのうち妊娠 12 週以上の中期中絶数 23.30 2

件で 16.6%を占め、これ亦、この比率はこゝ数年来ほゞー定のまゝ推移しているのが現状

である。

  今回、平成 7年 8月より 7ヵ月間、当院ならびに他の 8施設で、人工妊娠中絶を希望し

た 104 例に前方視的にアンケート調査を行なった。中期中絶は未婚者に多く、 しかも既

往中絶回数も多い。そして若年ほど中絶時の妊娠週数はすゝんでいる傾向がみられた。

  中絶理由は、結婚前の妊娠を含めた希望しない妊娠、経済的理由、避妊の失敗で、もと

もと出産の希望や予定のなかったものである。 しかも避妊法はわが国の伝統的とも云う

べきコンドーム、膣外射精、オギノ式などの不確実なものが主なものであり、経口避妊薬

については正しい情報の不足、副作用の強調などがら許可や使用に否定的な意見が多い。

そして、中期中絶では月経不順、受診の遅延、相談者の不在などをはじめ、未婚者にセッ

クスが積極的、まさか妊娠するとは思わなかったや人工妊娠中絶の費用も大きな負担にな

っていることなどが明らかになった。

  この様な現実をふまえ、また性行動の活発化している昨今では、もはや単なる性教育の

総論に終始することなく、義務教育過程をはじめ、保健機関のなかで個別的な具体的で適

切な避妊法の教育指導を実施し、希望しない妊娠を防止し、その帰結としての人工妊娠中

絶を滅少させていくことが必要である。そして全ての妊娠は希望された児としてこの世に

生命を享受することが、今後の理想的な家族計画に必要な課題であるよ今後さらに例数を

重ねて、希望しない妊娠の防止に対する具体的方策を見いだしていきたい。


